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公立大学法人秋田公立美術大学ＦＤ・ＳＤ委員会規程

平成25年４月１日

規 程 第 1 1 号

（設置）

第１条 公立大学法人秋田公立美術大学教育研究審議会規程（平成25年公

立大学法人秋田公立美術大学規程第５号）第６条に基づき、ファカルテ

ィ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）およびスタッフ・デ

ィベロップメント（以下「ＳＤ」という。）に資するため、ＦＤ・ＳＤ

委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（定義）

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) ＦＤとは、本学における教員の教育研究活動および業務遂行に係る

資質の向上と能力の開発を図るための組織的な取組をいう。

(2) ＳＤとは、本学における教職員の大学管理運営および教育研究支援

に係る資質の向上と能力の開発を図るための組織的な取組をいう。

（所掌事項）

第３条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育研究活動の組織的改善に関すること。

(2) 教員の教育研究活動に係る能力向上のための研究計画の立案、実施

および分析に関すること。

(3) 学生による授業評価の企画、実施および分析に関すること。

(4) 学外者（卒業生を含む。）によるＦＤの評価に関すること。

(5) 教職員の大学管理運営および教育研究支援に係る資質の向上と能力

の開発を図るための組織的な取組に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ＦＤ・ＳＤの目的を達成するために必

要なこと。

（組織）

第４条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長又は学長の指名する理事

(2) 事務局長

(3) 前３号に掲げるもののほか、学長が指名する教職員 ４人以内
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２ 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めるときは、委員を増

減すること、又は期間を定めた上で前項に規定する者以外を委員とする

ことができる。

（任期）

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

２ 委員に欠員が生じた場合には、学長は、補欠の委員を指名することが

できる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長）

第６条 委員会に委員長を置き、学長が指名する。

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名を受けた者がそ

の職務を代理する。

（会議）

第７条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。

３ 委員長は、第２条各号に掲げる事項について、その審議経過、結果等

を学長に報告しなければならない。

（専門部会）

第８条 委員会に、専門の事項を審議させるため必要があるときは、専門

部会を置くことができる。

２ 専門部会の組織および運営については、委員長が定める。

（関係者の意見聴取）

第９条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を出席させ、説明を求め、

又はその意見を聴くことができる。

（議事録）

第10条 委員会の議事録は、事務局職員が作成し、議長が署名し、事務局

長が保管する。

（報告）

第11条 委員長は、委員会の協議内容について、教育研究審議会に報告し

なければならない。

（委任）

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、
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教育研究審議会が別に定める。

附 則

この規程は、平成25年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成31年４月１日から施行する。



162


